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平成２６年度第３回近畿地方整備局事業評価監視委員会 

議事録 

日時：平成２６年１１月１０日（月） １０：００～１２：００ 

場所：近畿地方整備局 第１別館（２階）大会議室 

 

 ■紀の川総合水系環境整備事業 

【委員長】  まず、紀の川総合水系環境整備事業について何か意見はございますでしょ

うか。 

【委員】   質問ですが、水質改善の取り組みをされているわけですけど、元々、ここ

に書いてある、水質が悪かったり悪臭が出ている原因は何ですか。 

【事務局】  元々、和歌山市内のエリアといいますのは、戦後の高度経済成長期に工場

立地がかなり進んでおりまして、あと、家庭の排水も、当時、下水も整備されていなかっ

たということで、かなりヘドロが貯まったような環境になっておりまして、それに伴いま

して水質も非常に悪かったという経過がございます。 

【委員長】  そのほか、よろしゅうございますか。 

 それでは、意見がございませんようですので、紀の川総合水系環境整備事業の審議結果

ですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、

対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるといたします。よろしいでしょう

か。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■大和川総合水系環境整備事業 

【委員長】  それでは、大和川総合水系環境整備事業について何か意見はございますで

しょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 特段のご意見がございませんようですので、大和川総合水系環境整備事業の審議結果で

すが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、

対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるとしたいと思います。よろしゅう

ございますか。 
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 ■九頭竜川総合水系環境整備事業 

【委員長】  それでは、九頭竜川総合水系環境整備事業について何かご意見はございま

すでしょうか。 

【委員】   特に九頭竜川がどうのというのではないんですけども、要は、先ほど並べ

られていた水質の話と自然再生の話と、それから、おおむね人による利用という３つの点

だと思うんです。どれでも結構なんですけども、往々にしてこういうのはコンフリクトを

起こすことがあるわけです。そのことに関して何か、一般論で結構なので、物の考え方を

教えていただければと思います。 

【事務局】  水質改善と自然の再生が、直接、衝突するというのは、施設の設置とかは

あってもなかなか少ないと思うんですが、主に人による利用との調整ですね。基本は、河

川整備計画を作成するときに、流域委員会でいろんな立場の方からのご意見を伺って、そ

の中で整理をしております。だから、個別の水系ごとに、過去の経緯であったりとか重要

度であったりとか、あるいはバランスの違いによって違いは出ておりますが、根本に流れ

ているのは整備計画をベースにして、その上でいろんな調整の仕組みをつくっていくとい

う考え方にしております。 

【委員】   今のご説明は、あくまで計画がありきというご説明ですけれども、現実的

に、例えば今の幾つかの河川を見ますと、それぞれのことはそれぞれのところでやってい

るわけですね。しかし、川は水でつながっていますね。そのことによる齟齬が生じる可能

性はあるわけです。現実に齟齬が生じていないのか、あるいは、生じていても、それがだ

んだん解消されているのかとか、そこらに関してご説明いただけますか。 

【事務局】  齟齬の捉え方もあると思うんですが、やっぱり逆の立場の方は全然見方が

違うところはありますが、それぞれの事務所でいろんな立場の方とお付き合いをさせてい

ただいていますので、片方から見てそごがなくても反対側から見たらそごがあるというこ

とが往々にしてございます。そういったところについては、間に入るなり、あるいは、事

務所が間に入るのではなくて、自治体が入られる方が適切な場面もあります。場面場面で、

整備計画をベースにしながらも、その時期、その整備状況あるいは環境に応じて柔軟に取

り組んでいくようなことをしております。 

【委員長】  そのほか、よろしゅうございますか。 

 それでは、九頭竜川総合水系環境整備事業の審議結果ですが、当委員会に提出された資

料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり事業



 －3－

継続でよいと判断されるといたします。よろしいでしょうか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■淀川河川公園 

【委員長】  それでは、淀川河川公園について何かご意見はございますでしょうか。 

【委員】   ご報告ありがとうございます。 

 淀川河川のエリアは非常に重要だと思いますので、引き続き、よろしくお願いしますと

いうところですけれども、三川合流拠点として建設物を建てられるというお話ですけれど

も、今までも、非常に三川合流の様子をきちっと見れる場所があればいいなとは思っては

おりましたが、かなり建設物が高くなると、いろんなところから非常によく見えるものに

なるかと思いますので、この建設に関しては十分、周辺景観との調和というか、むしろ周

りからは見えない方がいいのかなと思いますけれども、いかに風景の中に溶け込ましてい

くかということをご配慮の上、建設にあたっていただけたらなと思います。 

 以上です。 

【事務局】  三川合流地域の整備拠点でございますけれども、京都府あるいは沿川市と

一緒に検討いたします三川合流地域の地域づくり構想の中でも拠点施設、当然、そういう

展望台みたいなものを含むものが位置付けられてございます。あさってでございますけれ

ども、学識者あるいは地元の市あるいは観光関係者も入りました委員会も立ち上げさせて

いただいて、その辺の景観等についても地元と十分ご相談をしながら、きちっとした形で

整備させていただければと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

【委員】   参考までに、もしわかれば教えていただきたい。 

 利用人数なんですけれども、周辺のアンケートから推定しているのか、それにイベント

なんかの数を足し込んでいるのか、ラフな形で結構ですが、どういう形で把握されている

のかお教えください。 

【事務局】  利用人数につきましては、一応、各地区ごとに管理センターみたいな管理

の者を持っておりまして、そういうところの利用者をカウントしながら推計をさせていた

だいているということでございます。 

【委員】   ここで言う意見かどうかわからないんですけど、スーパー堤防も三川合流

地域以下ということで、淀川公園も三川合流地域より下流ということになっているんです



 －4－

けれども、三川合流地域より上流は、ほとんどこういった公園も３川とも整備されていな

いように思いますので、ちょっとここで言うことでないのかもわかりませんけども、三川

合流地域以下のところが非常に人数が多いというのはわかるんですけども、三川合流地域

の少し上流も、これは次の計画になるのか知りませんけれども、公園としての整備の方も

よろしくお願いしたいと思います。 

【事務局】  まず、今、事業費でも５０％でございます。京都府からも、さらに延伸し

てほしいというご要望が出ているのも十分認識してございまして、まず、整備計画あるい

は整備方針に載っている地区をできるだけ早く整備をした上で、今後、どのように広げさ

せていただくのか、また議論を進めさせていただければと思ってございます。 

 以上でございます。 

【委員】   必ずしも河川公園に関するものではなくて河川の話なんですが、最初にご

説明いただいたＢ／Ｃの積み上げによる算出というのは、何となくイメージはわかります

が、現実には、単純に考えると、例えば水環境整備、自然再生、水辺整備のＢはＢで足し

て、ＣはＣで足して割るかのようなイメージを与えますけれども、そうなんでしょうか。 

【事務局】  公園の場合は、当然、ご利用する圏域が京都、大阪府域に広がってござい

ますので、そういう方々に、幾らぐらいであれば行ってお使いになられますかという費用

をそれぞれ、そちらのパワーポイントでも出させていただきましたように算出をさせてい

ただいて、それを足し合わせて公園としてのＢ／Ｃというのは出させていただいています。 

 それから、河川については、先ほど少しご説明がありましたように、ＣＶＭという形で、

やはりご利用の方が、一体あなたは幾らだったらお支払いいただけますかというのを、無

作為に住民台帳から抽出してアンケートを送らせていただいて、それを集計させていただ

いて出させていただいているという形でございまして、そういう意味では、目的がそれぞ

れ、水辺をお使いになられる方と、公園、いろんな施設がございますので、広く使ってい

ただいているということでございますけれども。 

【委員長】  事業がいろんな公園を足し合わせたもので定義されているのは、多少、私

にも違和感があるんだけど、やはり事業全体としてのＢ／Ｃということで、マニュアルで

もこういうふうにやるということになっております。ご了解いただきたいと思います。 

 よろしいですか。大体、意見は出尽くしましたか。 

【委員】   これはお願いなんですけど、私、高槻市の産業振興の委員もやっているん

ですけども、高槻市の委員会でも逆に言ったんですが、淀川の河川敷のこの部分というの
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は、多分、観光振興とかにも非常に役に立つんですが、高槻市の委員をやっているだけで

は意外とほとんど情報が入ってこないんです。 

 逆に、僕、山形でもいろいろ仕事をしているんですが、山形の最上川なんかだと、市と

か町の仕事をしていても、わりと国交省さんの情報が入ってきたりとか国交省さんの方が

来たりとか、最上川のリバーツーリズムとか、非常に入ってくるんです。これはちょっと

お願いなんですが、せっかくここまでやってきているので、先ほど連絡会議みたいなのが

あるということがあったんですが、できるだけ積極的に、淀川の流域の市の産業振興とか

観光振興の部署に、皆さんの方から情報を積極的に流していただくとか、あるいは無理や

り委員会に入っていただくとかいう形で、やっぱりＰＲをしていただいた方がいいのかな、

もったいないなという気がしますので。たまたま僕、両方とも足をかけているのでそうい

うのがわかるんですが、例えば高槻市の委員だけをやっていたら、なかなかこういう情報

が入ってこないのが現状ですので、ぜひその辺をしていただけると、より良いいかなと思

います。これはお願いです。 

【事務局】  ご意見を踏まえまして、当然、淀川は舟運みたいな検討も、各沿川市も入

っていただいて協議会もおつくりいただいていまして、そういう意味では、これから淀川

を活用したそういうことも沿川市と一緒になって、今までも勉強しておりますし、これか

らも勉強していきたいと思っていますので、またそういうところにもできる限り情報発信

をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

【委員長】  いろいろ、今後の事業を進める上で建設的なご意見をいただきまして、ど

うもありがとうございます。 

 それでは、淀川河川公園についてですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断さ

れるとしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 

【委員長】  それでは、亀の瀬地区直轄地すべり対策事業について何かご意見はござい

ますでしょうか。 

【委員】   今日の本論ではないんですけども、地すべり下部では地すべりを誘発する

地下水云々ですけれども、地すべり地では地下水が誘発することは一般的なんですか。 
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【事務局】  一般的に、地すべり面に水が入ることによりましてそこが滑るということ

で、一般的なメカニズムと考えております。今回の工事としましても、水を抜くために排

水トンネルをつくったりしまして、水を抜くことで滑りを抑えるという工事をしていると

ころでございます。 

【委員】   ここ以外で、こういう地すべり地で、それが非常に困ったことで何かやっ

ておられるという別の例はございますか。 

【事務局】  すみません、ぱっと出てこないんですけれども。 

【委員】   それなら結構です。 

【事務局】  近畿の管内ではございませんが、東北、北陸で幾つかそういう大きな事例

がございます。砂防の事務所でいいますと、新庄の事務所であったりとか、そういうとこ

ろでございます。 

【委員長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、亀の瀬地区直轄地すべり対策事業の審議結果ですが、当委員会に提出された

資料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり事

業継続でよいと判断されるとします。よろしゅうございますか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■神戸港六甲アイランド地区国際海上コンテナターミナル整備事業 

【委員長】  それでは、本事業について何かご意見はございますでしょうか。 

【委員】   ４ページ右上に、１万ＴＥＵ積みコンテナ船の平成２６年、２７年、２８

年の予想の棒グラフが出ております。今は平成２６年で、２８年のところまで一応予想値

が出ているんですけども、そうすると、１万ＴＥＵ積みのパーセントが既に３０％になる

と書かれています。片や、左下の折れ線グラフですけれども、平成２２年と２７年の間の

平成２５年ぐらいのところには、既に必要岸壁水深１８メートルと書かれております。そ

うすると、今は水深１６メートルで整備されているんですけれども、水深１６メートルで

は対応できないような船の数というんですか、ないしは積荷のトン数で言うのか、ちょっ

とわかりませんけれども、要するに水深１６メートルを今掘ったとしても寄港してもらえ

ないコンテナ船のトン数とか隻数というのは現在で何％ぐらいあるものなのでしょうか。 

【事務局】  ４ページのグラフでございますけども、右上のグラフにありますとおり、

こちらは基幹航路における投入船舶規模別隻数割合の推移ということでございまして、２
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７、２８というのは一部推計でございますが、近々にも全世界の基幹航路においては、例

えば平成２８年ですと３０％ぐらい、１万ＴＥＵですからおおむね水深１６メートル以深

の岸壁が必要な船舶が混入しているということを想定しております。 

【委員】   質問は、現在において水深１６メートルの深さでは寄港してもらえない船

の数のパーセント、ないしは、船の数でなければ総トン数でも結構ですが、水深１６メー

トルを掘ったとしても寄港してもらえない船の数、トン数とかいうものはどの程度あるの

かなという質問なんですけども。統計がなければ仕方ないんですけども、大体、例えば５％、

１０％とかその程度かなという感じはしているんですけども、そのぐらいと理解していい

んでしょうか。 

【事務局】  今、委員からご指摘のありました、このグラフでいいますと１万８,０００

ＴＥＵのものが実際に就航しているところがございます。具体的に言いますと、船社さん

でいいますと、マースクラインのＡＥ１０というヨーロッパから釜山までの航路のものが

ございますが、これが、現在、１２隻で運航していますけども、全てが１万８,０００ＴＥ

Ｕのもので運航されております。先ほどご指摘いただきました具体的なパーセント等につ

いては、まだきちんとしたものは把握しておりませんけども、一番大きい船が就航してい

るのがその航路でございます。 

 神戸港においてはそのような大きな船が入ってないんですけども、行く行く貨物量が増

えてくる場合におきましては、水深１８メートル対応のものも、将来的な対応として我々

は整備を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

【委員長】  前回の委員会でもまた同じような意見が出ましたが、戦略的に進めていた

だきたい、こういうことだと思いますが、よろしゅうございますか。 

【委員】   今の質問に付け加えさせていただくと、そうすると、関西エリアだけでは

なくて、東京の方も含めて、まだ水深１８メートルへの対応はやっていないということで

理解してよろしいでしょうか。 

【事務局】  港湾計画上は水深１６メートルのバースが、今、一番深いバースでござい

ますけども、ただ、実水深でいいますと、横浜港に南本牧埠頭というのがございます。そ

れは、実際、水深２０メートル程度のところを埋め立ててつくっておりますので、計画上

は水深１６メートルですけども、水深１８メートルの船が入れる岸壁は、今、実在はいた

します。 
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【委員長】  よろしいですか。北米航路の水深はそれほど深くないので、そういう結果

になると思いますが、しかし、今後のことを考えると、やっぱり戦略的に進めていってい

ただきたいと思います。 

 それでは、神戸港六甲アイランド地区国際海上コンテナターミナル整備事業の審議結果

ですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、

対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるとします。よろしいでしょうか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整備事業 

【委員長】  本事業について何かご意見はございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ご意見がございませんようですので、それでは、舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整

備事業の審議結果ですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切

に進められており、対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるとしたいと思

いますが、よろしゅうございますか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■一般国道２６号和歌山岬道路 

【委員長】  それでは、一般国道２６号和歌山岬道路について何かご意見はございます

でしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、ご意見がございませんようですので、一般国道２６号和歌山岬道路の審議結

果ですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進められてお

り、対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるといたしたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■近畿自動車道紀勢線（田辺～すさみ） 

【委員長】  それでは、近畿自動車道紀勢線について何か意見はございますでしょうか。 

【委員】   基本的なことなんですけども、南海トラフ巨大地震、これは過去の例を見
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ましてもマグニチュード８から９が来るように書いてございますけれども、マグニチュー

ド９が来ても、今からおつくりになるこの近畿自動車道のところは安全といいますか、セ

ーフといいますか、利用が１００％可能だということが前提でおつくりいただいているん

ですかね。 

【事務局】  紀勢線に関しましては耐震補強等を万全に実施しておりまして、マグニチ

ュード９、震度で言いますと震度７というのが想定されておりますけども、それでも大丈

夫ということで、今、整備を進めさせていただいております。 

【委員長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、近畿自動車道紀勢線の審議結果ですが、当委員会に提出された資料、説明の

範囲においておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり事業継続でよい

と判断されるとしたいと思います。よろしゅうございますか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■一般国道４８０号鍋谷峠道路 

【委員長】  それでは、一般国道４８０号鍋谷峠道路について何か意見はございますで

しょうか。 

【委員】   コスト削減のところでございますけれども、１２ページで見られますよう

に、擁壁の新技術活用ということで、むしろ景観的にはコスト削減された製品の方がいい

かなと思ったところです。トンネル内の内装版につきまして、やはり走っておりますと、

かなり明るいということで走りやすく、安全性を高めるために今まで付けられていたかと

思うんですけれども、これを全くやめるという方法しかないのか、それとも、何か新しい

工夫が、新技術でコンクリートに何かをするとか、そういう工夫が何かあるんでしょうか。 

【事務局】  トンネル内の走行環境というところなんですけども、車の性能が上がって

きておりまして、排出ガスが減ってきているというところ、それから、照明も明るくなっ

てきているところでございまして、そういったものを合わせて、内装版がなくても一定程

度の走行環境は確保できると考えております。 

【委員】   ありがとうございます。 

【委員長】  そのほか、いかがですか。よろしゅうございますか。 

 それでは、一般国道４８０号鍋谷峠道路の審議結果ですが、当委員会に提出された資料、

説明の範囲においておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり事業継続
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でよいと判断されるといたしたいと思います。よろしゅうございますか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

 ■一般国道２号相生有年道路 

【委員長】  一般国道２号相生有年道路について何か意見はございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 特段の意見がございませんようですので、一般国道２号相生有年道路の審議結果ですが、

当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、対応方

針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるといたしたいと思います。よろしゅうご

ざいますか。 

 

 ■一般国道８号塩津バイパス 

【委員長】  一般国道８号塩津バイパスについて何か意見はございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、特段、意見はございませんようですので、一般国道８号塩津バイパスの審議

結果ですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進められて

おり、対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるとしたいと思います。よろ

しいですか。 

 

 ■一般国道４２号冷水拡幅 

 ■一般国道４２号有田海南道路 

【委員長】  それでは、次に、一般国道４２号冷水拡幅、一般国道４２号有田海南道路

について何かご意見はございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 特段、意見はございませんようですので、一般国道４２号冷水拡幅、同じく有田海南道

路の審議結果ですが、当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切に進

められており、対応方針（原案）のとおり事業継続でよいと判断されるといたしたいと思

います。よろしいですか。 
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 ■一般国道４２号田辺西バイパス 

【委員長】  それでは、一般国道４２号田辺西バイパスについて何かご意見はございま

すでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、一般国道４２号田辺西バイパスの審議結果ですが、当委員会に提出された資

料、説明の範囲においておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり事業

継続でよいと判断されるといたします。よろしいでしょうか。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

【委員長】  それでは、本日の審議については以上で終わります。委員の皆様、ご苦労

さまでした。一旦、マイクを事務局にお返しします。 

【事務局】  長時間にわたります審議、ありがとうございました。 

 それでは、ここで議事録の速報版を作成いたしますので、しばらく時間をいただきたい

と思います。 

（議事録（速報版）の作成） 

【事務局】  それでは、議事録の速報版の作成を終えましたので、今から配付させてい

ただきます。 

 それでは、委員長、改めて議事進行をお願いいたします。 

【委員長】  それでは、議事３、事業評価監視委員会審議議事録の確認及び修正に移り

ます。 

 お手元に配付されました議事録速報版（案）について確認をお願いします。 

 議事録について、これでよろしゅうございますか。 

 議事録速報版につきましては、お手元の資料のとおり確認いたしました。 

 そのほか、事務局から皆様にご連絡事項はございますでしょうか。 

【事務局】  特にございません。 

【委員長】  委員の方々から何かご意見等はございますか。よろしいですか。 

 それでは、本日の審議を終了いたします。 

 事務局にマイクをお返しいたします。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２６年度第３回近畿地方整備局の事業評価監視委員会を閉会と
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いたします。 

 本日は長時間のご審議、まことにありがとうございました。 

［議事録終わり］ 


